令和８年度栃木県本町合同ビル広告募集要項
この要項は、栃木県本町合同ビルに掲載する広告を募集するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
１　募集の内容
	広告媒体
	ポスター

	掲載日
	令和８年７月１日～令和９年３月３１日

	広告対象者
	入居者及び来庁者

	広告スペース概要
	規格　　Ａ１　縦556mm × 横803mm以内
　　　　Ａ３　縦284mm × 横407mm以内

	掲載場所
	玄関ロビー　　　　　　１枠（Ａ１）
エレベーター（２基）　１枠（Ａ３）

	その他
	・エレベーターについては、２基への掲載を合わせて１枠とします。
・掲載場所には「広告スペース概要」で示した規格用のポスター枠を設置します。（ポスター枠のサイズは変更不可。）


２　最低募集価格
　　・玄関ロビー　　１枠　６万円（税抜き）
・エレベーター　１枠　３万円（税抜き）

※ポスターの印刷経費及び広告デザイン等の広告作成に必要な費用は広告主の負担となります。

　　
３　申込期限
　　令和８年５月28日（木）午後４時00分まで（必着）
４　申込方法
「広告掲載申込書」に必要事項を記入し、栃木県企業局経営企画課まで郵送、持参又はメールへの添付により申込みしてください。

また、広告代理店等を通して申込みする場合は、委任状を添付してください。
なお、申込みは掲載場所ごとに行ってください。

５　広告主の制限及び広告の基準等

広告主及び広告の基準については、「栃木県広告掲載要綱」及び「栃木県広告掲載基準」を御覧ください。

６　広告主の選定
広告掲載の希望者及び広告内容が、「経営企画課広告掲載要領」の広告主選定審査会において適当であるとして認められたもののうち、広告申込価格が最も高い者を広告主として選定します。

また、最高価格の広告掲載募集者が２者以上の時は、くじにより決定します。

（※広告主を決定したときは、その結果を通知します。）
なお、広告主の選定は掲載場所ごとに行います。

７　表示の義務
広告スペース枠内上部に、縦６cm×横14cm以上で、広　告の表示をしてください。
８　申込みから掲載までの流れ
令和８(2026)年５月14日(木)

申込受付開始
５月28日(木)　　
申込期限
６月上旬

審査、広告主決定・通知、図案等の提出依頼
６月中旬

図案等の提出、審査、契約締結
６月19日(金)　
広告物提出・確認




（修正となった場合の再提出期限　６月26日）

７月１日(水)

広告掲載開始

７月上旬～中旬
広告掲載料の納入（掲載から20日以内）

９　広告物の提出方法

　　広告物は、栃木県企業局経営企画課まで郵送又は持参してください。
10　広告物の差替え
　　広告物は、契約期間内に３回まで差替えが可能とします。
　　ただし、ポスターの印刷経費及び広告デザイン等の広告作成に必要な費用は広告主の負担とし、デザインは「栃木県広告掲載要綱」及び「栃木県広告掲載基準」を満たすものとします。
　　なお、広告物の差替えを希望する場合は、差替えを希望する日の７日前（７日前が閉庁日の場合はその前の開庁日）までに栃木県企業局経営企画課まで広告物を郵送又は持参することとします。

11　広告掲載の要綱等

広告掲載を申し込まれる方は、次の要綱等を事前にご確認下さい。

· 「栃木県広告掲載要綱」

· 「栃木県広告掲載実施要領」

· 「栃木県広告掲載基準」

· 「経営企画課広告掲載要領」

· 「広告掲載申込書」

· 「委任状」

· 「契約書（案）」
12　問い合わせ・申込書提出先

〒３２０－００３１　
栃木県宇都宮市戸祭元町１－２５（栃木県庁北別館１階）

栃木県企業局経営企画課　企画管理担当

電話番号　０２８－６２３－３８２５
ＦＡＸ　　０２８－６２３－３８２６
メール　　kigyo-keiei@pref.tochigi.lg.jp
